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市立病院の運営形態の比較 
 

項目 指定管理（現行） 自治体直営（地方公営企業法 一部適用） 自治体直営（地方公営企業法 全部適用） 地方独立行政法人 民営化 

概要 ・ 地方公共団体が議会の議決を経て

指定する法人その他の団体に、期間

を定めて運営を包括的に委託する 

・ 地方公営企業として運営される 

・ 企業会計による経理を行う 

・ 地方公営企業として運営される 

・ 企業会計による経理を行う 

・ 職員の採用、給与等の取扱い、予算案作

成等の権限が事業管理者に移譲される 

・ 地方公共団体から独立した法人を設立

し、中期目標に基づき事業を運営する 

・ 地方公共団体が一定程度関与しつつ、地

方公営企業法に制限されず運営できる 

・ 民間の医療法人等に病院を譲渡、売却、

貸与等し、民間病院として運営される 

 

特徴 ・ 協定により地方公共団体の意向を

反映させつつ、指定管理期間の中で

中長期にわたり柔軟な経営が可能

で、民間の経営手法を十分に活用で

きる 

・ 協定の条件や満了時の対応、指定管

理者の事業継続性等に配慮が必要

となる 

・ 地方公共団体の意向を直接的に病院運

営に反映させやすい 

・ 予算編成や組織・定数、契約、給与制度

に関する制約が多い 

 

・ 事業管理者が一定の権限の下で柔軟な

病院運営を行い、予算決算等を通して地

方公共団体の関与も可能である 

・ 定数や契約に関する制約がある程度残

ることや、他に準じた給与制度等になり

やすいため、限定的な効果になりがち 

・ 理事長に大きな権限が与えられ、運営の

自由度も高く、効果的に運営できる 

・ 理事長の任免や中期目標の提示を通し

て地方公共団体の関与も可能である 

・ 人事制度構築や独法会計準備、監査対応

等、多額の費用や手間を要する 

・ 民間の経営手法を十分に活用できる 

・ 譲渡等の際の条件によっては地方公共

団体の意向を反映させられるが、公設で

はないため譲渡等後の関与が難しい 

・ 運営法人の事業継続性等に配慮が必要

となる 

開設者 ・ 地方公共団体の長（市長） ・ 同左 ・ 同左 ・ 地方独立行政法人 ・ 医療法人等の運営法人 

運営の責任者 ・ 指定管理者 ・ 地方公共団体の長（市長） ・ 事業管理者 ・ 地方独立行政法人の理事長 ・ 運営法人の長 

地方公共団体、

地方議会の関

与 

・ 指定管理者の指定、毎年度終了後の

事業報告書の受理、管理業務又は経

営状況の報告聴取、指定管理の取消

等 

・ 一般行政組織と同様の扱いである 

・ 予算の議決、決算の認定、利用料金等に

係る条例制定等 

・ 予算調製、議案提出、事業管理者任免等

の権限が地方公共団体の長に残る 

・ 予算の議決、決算の認定、利用料金等に

係る条例制定等 

・ 中期目標（4 年程度が多い）の策定・指

示、中期計画の認可・変更命令等、業務

実績の報告聴取・評価、立入検査、是正

命令、理事長の任免等 

・ 運営法人との協議による 

職員定数管理 ・ 指定管理者が定める 

 

・ 条例により組織や定数を規定する 

 

・ 条例により組織や定数を規定する 

 

・ 地方独立行政法人が定める 

 

・ 運営法人が定める 

 

職員の身分 ・ 指定管理者の職員 ・ 地方公務員 ・ 地方公務員 ・ 地方独立行政法人の職員（地方公務員で

はない） 

・ 運営法人の職員 

※上記の内容は一般的なものです 

資料④ 


